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ストック・オプション（新株予約権）の割当に関するお知らせ 
 
 
  平成 16 年 1 月 15 日開催の当社取締役会において、当社第 23 回定時株主総会で承認されました商法第 280 条ノ
20 および第 280 条ノ 21 の規定に基づきストック・オプションとして発行する新株予約権について、具体的な発行
内容を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 

 
1. 新株予約権の発行日 平成 16 年 1 月 15 日 

2. 新株予約権の発行数 90 個（新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数 1,000 株） 

3. 新株予約権の発行価額 無償とする。 

4. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 90,000 株 

5. 新株予約権の行使に際しての払込価額 1 株につき 347 円 
新株予約権の発行日（平成 16 年 1 月 15 日）における最終価
格。（当日に最終価格がない場合は、それに先立つ直近日の
最終価格。） 

6. 新株予約権の行使により発行する株式の発行
価額の総額 

31,230,000 円 

7. 新株予約権の行使期間 平成 17 年 6 月 27 日から平成 22 年 6 月 26 日まで 

8. 新株予約権の行使の条件 (1) 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」と
いう。）は、権利行使時においても、当社並びに当社子
会社の取締役および従業員の何れかの地位を保有してい
ることを要す。ただし、任期満了による退任、定年によ
る退職の場合はこの限りではない。 

(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人に
よる本新株予約権の相続は認めない。 

(3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。 
(4) その他権利行使の条件については、第 23 回定時株主総会

決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当
社と新株予約権者との間で締結する「第 2 回新株予約権
割当契約書」に定めるところによる。 

9. 新株予約権の行使により株券を発行する場合
の当該株券の発行価額のうちの資本組入額 

1 株につき 174 円 

10. 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する 

11. 申込の勧誘の相手方の人数およびその内訳 当社並びに当社子会社の取締役および従業員合計 42 名 

【ご参考】 
   (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 
   (2) 定時株主総会の決議日 

 
平成 15 年 5 月 21 日 
平成 15 年 6 月 26 日 

以 上 


